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 全ての従業員が仕事に、その能力を充分に発揮できるようにするため、女性労働者の更な

る活躍場所の提供、また年次有給休暇を更に有意義に取得促進できるように下記の通り行

動計画を策定する。 

 

 

記 

 

 

 

１．計 画 期 間   令和４年４月１日 ~ 令和９年３月３１日 

 

 

２．内     容 

目標 1．女性労働者の平均勤続年数を現在の 10.7年から 12年に引き上げる 

   対策 

   １．令和４年４月  全労働者への産前産後休暇および育児休業制度の周知・徹底      

   ２．令和４年８月  育児と仕事の両立にあたり法人内の保育所・家庭支援センター 

等の経営資源を有効活用することで女性の離職を防止する。 

３．令和４年９月  育児休暇等の復職者に対し衛生委員による面談を年２回開催 

する 

 

目標 2．有給休暇を最低年 6日以上の取得できるよう勧める。 

但し、週 2日以下就労の職員については付与される有給休暇が 5日未満の場合、3分の 2以

上の休暇取得を勧める。 

 

対策 

１．令和４年 4月  全職員への周知・伝達。 

     令和５年５月  職員より休暇予定日を聴取及び検討。 

     令和５年５月  随時取得させる。 

以上 


